
住
民
説
明
会
の
開
催

　

説
明
会
を
３
回
開
催
し
、

い
た
だ
い
た
ご
意
見
を
踏
ま

え
て
検
討
を
進
め
ま
し
た
。

第
１
回
（
利
用
組
合
役
員
）

　

令
和
６
年
５
月
に
開
催
。

農
業
用
水
道
の
町
へ
の
移
行

計
画
等
の
概
要
に
つ
い
て
説

明
。

第
２
回
（
利
用
組
合
役
員
・

組
合
員
）

　

令
和
６
年
10
月
に
開
催
。

農
業
用
料
金
の
検
討
状
況
、

農
家
等
使
用
者
に
対
す
る
負

担
軽
減
の
考
え
方
に
つ
い
て

説
明
。

第
３
回(

各
地
区
住
民
）

　
令
和
７
年
４
月
上
幌
延
地

区
・
開
進
地
区
、
５
月
問
寒

別
地
区
で
開
催
。

　
「
農
業
用
料
金
」
の
検
討

結
果
に
つ
い
て
説
明
を
行
い
、

検
討
し
た
農
業
用
料
金
案
に

つ
い
て
ご
理
解
い
た
だ
き
ま

し
た
。

※
水
道
料
金
や
水
道
施
設
の

維
持
管
理
、
水
道
メ
ー
タ

ー
設
置
手
続
き
等
に
関
し

て
、
出
席
者
か
ら
ご
意
見

が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

簡
易
水
道
へ
の
移
行
に

向
け
て

●
今
後
の
計
画

　

町
で
は
、
よ
り
安
定
し
た

水
道
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
目

指
し
、
現
在
の
農
業
水
道
か

ら
簡
易
水
道
へ
の
移
行
に
向

け
た
準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

今
後
の
計
画
は
、
令
和
７

年
９
月
の
町
議
会
定
例
会
で

幌
延
町
簡
易
水
道
事
業
給
水

条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

諮
り
、
可
決
さ
れ
た
際
に
は
、

水
道
料
金
シ
ス
テ
ム
の
変
更

等
に
つ
い
て
広
報
誌
な
ど
で

周
知
を
行
い
な
が
ら
、
円
滑

な
移
行
に
向
け
た
準
備
を
進

め
ま
す
。

　

翌
、
令
和
８
年
度
に
は
、

問
寒
別
地
区
の
給
配
水
管
改

修
工
事
や
、
各
地
区
に
お
け

る
給
水
管
の
切
替
工
事
を
予

定
し
て
い
ま
す
。

　
農
業
水
道
か
ら
簡
易
水
道

へ
の
給
水
管
切
替
工
事
が
完

了
し
た
際
に
は
地
区
単
位
で
、

順
次
、
簡
易
水
道
へ
の
移
行

を
行
っ
て
い
く
予
定
で
す
。

上幌延地区・開進地区の説明会上幌延地区・開進地区の説明会

問
い
合
わ
せ

産
業
建
設
課 

農
業
振
興
係

☎
5
―

１
１
１
５ 

（
告

知
端
末
５
―

８
８
１
５
）

上
下
水
道
係

☎
5
―

１
１
１
６
（
告

知
端
末
５
―

８
８
１
６
）

・ひと月の基本水量２０㎥まで

　4,５００円（基本使用料）及び超過使用料

・超過水量を３段階に設定

・使用量が多いほど単価が安くなる

　「逓
ていげん

減型料金体系」を採用

「農業用」料金区分 (案 )

簡易水道使用料金表
種　類 基本水量 基本使用料 超過使用料

①一般家庭用 10㎥ まで
月額

1,570円
１㎥につき

190円
②営　業　用 20㎥ まで 4,140円 240円
③団　体　用 20㎥ まで 4,140円 240円
④工　業　用 100㎥ まで 14,350円 170円
⑤浴　場　用 100㎥ まで 10,160円 120円
⑥臨　時　用 10㎥ まで 4,140円 510円
※　別途メーター使用料がかかります。

基本水量 基本使用料 超過水量 超過使用料

20㎥まで 月額
4,500円

21㎥～ 50㎥ １㎥につき
160円

51㎥～150㎥ 150円

151㎥～ 140円

3　… 3　… 7月号   20252025｜ほろのべの窓｜｜ほろのべの窓｜


